
○
国
土
交
通
省
令
第

号

小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）
及
び
小
型
船
舶
登
録
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百

八
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
小
型
船
舶
登
録
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年

月

日

国
土
交
通
大
臣

林

寛
子

小
型
船
舶
登
録
規
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

登
録
の
申
請
手
続
等
（
第
三
条

第
九
条
）

－

第
三
章

原
簿
（
第
十
条

第
二
十
九
条
）

－

第
四
章

船
体
識
別
番
号
等
（
第
三
十
条

第
三
十
四
条
）

－

第
五
章

小
型
船
舶
検
査
機
構
に
よ
る
登
録
測
度
事
務
の
実
施
等
（
第
三
十
五
条

第
三
十
七
条
）

－

第
六
章

国
籍
証
明
書
（
第
三
十
八
条

第
四
十
五
条
）

－



第
七
章

雑
則
（
第
四
十
六
条

第
四
十
九
条
）

－

附
則第

一
章

総
則

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
小
型
船
舶
」
と
は
、
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

条
に
規
定
す
る
小
型
船
舶
を
い
う
。

２

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
船
籍
港
」
と
は
、
小
型
船
舶
を
通
常
保
管
す
る
場
所
が
所
在
す
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）

の
名
称
を
い
う
。

３

こ
の
省
令
に
お
い
て
「
地
方
運
輸
局
長
等
」
と
は
、
地
方
運
輸
局
長
（
海
運
監
理
部
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
沖
縄

総
合
事
務
局
長
並
び
に
地
方
運
輸
局
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
三
号
）
別
表
第
三
に
定
め
る
海
運
支

局
及
び
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
沖
縄
総
合
事
務
局
に
置
か

れ
る
事
務
所
で
地
方
運
輸
局
に
お
い
て
所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
三
年
政

令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
二
百
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
も
の
（
以
下
「
海
運
支
局
等
」
と
い
う
。
）



の
長
（
以
下
「
海
運
支
局
長
等
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

４

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
、
船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四

十
六
号
）
及
び
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例

に
よ
る
。

（
適
用
除
外
）

第
二
条

法
第
二
条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

推
進
機
関
を
有
す
る
長
さ
三
メ
ー
ト
ル
未
満
の
船
舶
で
あ
っ
て
、
当
該
推
進
機
関
の
連
続
最
大
出
力
が
二
十
馬
力
未
満

の
も
の

二

長
さ
十
二
メ
ー
ト
ル
未
満
の
帆
船
（
国
際
航
海
に
従
事
す
る
も
の
、
沿
海
区
域
を
超
え
て
航
行
す
る
も
の
、
推
進
機
関

を
有
す
る
も
の
及
び
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）

三

推
進
機
関
及
び
帆
装
を
有
し
な
い
船
舶

四

災
害
発
生
時
に
の
み
使
用
す
る
救
難
用
の
船
舶
で
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
所
有
す
る
も
の

五

告
示
で
定
め
る
水
域
の
み
を
航
行
す
る
船
舶



第
二
章

登
録
申
請
手
続
等

（
臨
時
航
行
）

第
三
条

法
第
三
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

臨
時
航
行
許
可
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合

二

船
舶
安
全
法
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合

三

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
船
舶
を
提
示
す
る
た
め
に
船
舶
を
航
行
さ
せ
る
場
合

（
滅
失
し
た
原
簿
の
回
復
の
申
請
）

第
四
条

小
型
船
舶
登
録
令
（
以
下
「
登
録
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
を
行
う
場
合
は
、
申
請
書

に
法
第
七
条
（
法
第
九
条
第
三
項
、
第
十
条
第
三
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第

十
二
条
第
三
項
並
び
に
登
録
令
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
、
登
録
事
項
証
明
書
等
そ
の
他
の
登
録
の
存
し
た
こ

と
を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
申
請
）

第
五
条

登
録
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
の
区
分
に
応
じ
、
そ



れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
申
請
に
係
る
小
型
船
舶
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
等

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

新
規
登
録
の
申
請

第
一
号
様
式

二

変
更
登
録
又
は
移
転
登
録
の
申
請

第
二
号
様
式

三

抹
消
登
録
の
申
請

第
三
号
様
式

四

滅
失
し
た
登
録
の
回
復
の
申
請

第
四
号
様
式

五

更
正
の
登
録
の
申
請

第
五
号
様
式

六

登
録
の
抹
消
（
抹
消
登
録
を
除
く
。
）
の
申
請

第
六
号
様
式

七

仮
処
分
の
登
録
に
後
れ
る
登
録
の
抹
消
の
申
請

第
七
号
様
式

八

抹
消
し
た
登
録
の
回
復
の
申
請

第
八
号
様
式

第
六
条

登
録
令
第
八
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
持
分
を
記
載
し
た
場
合
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
書
面

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
面
の
提
出
）



第
七
条

登
録
令
第
十
四
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
面
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

一
般
配
置
図

二

船
体
中
央
横
断
面
図

２

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
書
面
の
ほ
か
必
要
な
書
面
を
求
め
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
書
面
の
一
部
に
つ

い
て
そ
の
提
出
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
測
度
等
の
準
備
）

第
八
条

登
録
令
第
十
七
条
第
一
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
準
備
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

新
規
登
録
の
場
合

法
第
六
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
事
項
（
第
二
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く

。
）
の
確
認
に
必
要
な
準
備

二

変
更
登
録
の
場
合

変
更
に
係
る
事
項
の
確
認
に
必
要
な
準
備

（
申
請
の
却
下
事
由
）

第
九
条

登
録
令
第
十
七
条
第
一
項
第
九
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
既
に
登
録
さ
れ
て
い
る
法
第
六
条
第
二
項



各
号
（
第
七
号
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
三
章

原
簿

（
原
簿
の
調
製
の
方
法
）

第
十
条

登
録
令
第
四
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
調
製
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

原
簿
に
は
、
船
舶
番
号
記
録
部
、
表
示
部
及
び
事
項
部
を
設
け
、
表
示
部
に
は
表
示
番
号
欄
を
、
事
項
部
に
は
順
位
番

号
欄
を
設
け
る
こ
と
。

二

船
舶
番
号
記
録
部
に
は
、
船
舶
番
号
に
関
す
る
事
項
及
び
登
録
年
月
日
を
記
録
す
る
こ
と
。

三

表
示
部
に
は
、
小
型
船
舶
の
表
示
に
関
す
る
事
項
及
び
登
録
年
月
日
を
記
録
す
る
こ
と
。

四

事
項
部
に
は
、
所
有
権
に
関
す
る
事
項
及
び
登
録
年
月
日
を
記
録
す
る
こ
と
。

（
滅
失
し
た
原
簿
の
回
復
）

第
十
一
条

登
録
令
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
回
復
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
期
間
が
満
了

し
た
後
に
、
滅
失
前
の
登
録
を
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
登
録
の
回
復
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
滅
失
前
の
登
録
に
つ
い
て
職
権
を
も
っ
て
記
録
し
た
事
項



が
あ
っ
た
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
そ
の
事
項
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
示
番
号
の
記
録
）

第
十
二
条

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
原
簿
の
表
示
部
に
登
録
事
項
を
登
録
し
た
順
序
に
よ
り
、
表
示
番
号
欄
に
表
示
番
号
を
記

録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
順
位
番
号
の
記
録
）

第
十
三
条

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
付
記
登
録
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
原
簿
の
事
項
部
（
以
下
「
事
項
部
」
と
い
う
。
）
に
登

録
事
項
を
登
録
し
た
順
序
に
よ
り
、
順
位
番
号
欄
に
順
位
番
号
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
持
分
の
記
録
）

第
十
四
条

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
事
項
部
に
所
有
権
の
記
録
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
の
権
利
に
つ
き
持
分
の
定
め

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
持
分
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
債
権
者
の
代
位
に
よ
る
登
録
の
方
法
）

第
十
五
条

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
債
権
者
の
代
位
に
よ
る
登
録
を
す
る
と
き
は
、
事
項
部
に
債
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所
並
び
に
代
位
の
原
因
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
変
更
さ
れ
た
登
録
事
項
等
の
抹
消
記
号
の
記
録
）

第
十
六
条

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
変
更
又
は
更
正
の
登
録
を
し
た
と
き
は
、
変
更
さ
れ
、
又
は
更
正
さ
れ
た
登
録
事
項
に
つ

い
て
抹
消
記
号
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
行
政
区
画
の
名
称
等
の
変
更
）

第
十
七
条

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
登
録
令
第
十
八
条
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
原
簿
に
記
載
さ
れ
た
行
政
区
画
又
は
土
地
の

名
称
を
更
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
の
抹
消
の
方
法
）

第
十
八
条

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
登
録
の
抹
消
を
す
る
と
き
は
、
登
録
の
抹
消
の
原
因
及
び
登
録
を
抹
消
す
る
旨
を
記
録
し

た
後
、
抹
消
す
べ
き
登
録
に
つ
い
て
抹
消
記
号
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
仮
処
分
の
登
録
の
方
法
）

第
十
九
条

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
登
録
令
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
仮
処
分
の
登
録
を
す
る
と
き
は
、
事
項
部
に
登

録
の
原
因
並
び
に
債
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
抹
消
し
た
登
録
の
回
復
の
登
録
の
方
法
）



第
二
十
条

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
抹
消
し
た
登
録
の
回
復
の
登
録
を
す
る
と
き
は
、
回
復
の
原
因
及
び
登
録
を
回
復
す
る
旨

を
記
録
し
た
後
、
抹
消
に
係
る
登
録
と
同
一
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
告
登
録
の
方
法
）

第
二
十
一
条

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
予
告
登
録
を
す
る
と
き
は
、
事
項
部
に
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記

録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
年
月
日
の
記
録
）

第
二
十
二
条

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
原
簿
に
登
録
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
登
録
の
末
尾
に
登
録
年
月
日
を
記
録
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
登
録
年
月
日
は
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
小
型
船
舶
の
提
示
を
受
け
、
申
請
に
虚
偽
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
年
月
日
と
す
る
。

（
分
界
）

第
二
十
三
条

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
原
簿
に
登
録
を
し
た
と
き
は
、
登
録
年
月
日
を
記
録
し
た
部
分
に
続
け
て
分
界
記
号
を

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
船
舶
番
号
の
基
準
）

第
二
十
四
条

法
第
六
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

船
籍
港
の
所
在
す
る
都
道
府
県
の
名
称
を
表
示
す
る
文
字
及
び
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

重
複
し
た
も
の
が
な
い
こ
と
。

三

船
舶
安
全
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
船
舶
検
査
済
票
の
交
付
を
受
け
た
小
型
船
舶
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
船
舶
検
査
済
票
の
番
号
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
と
船
舶
番
号
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
登
録
の
通
知
の
方
法
）

第
二
十
五
条

法
第
七
条
（
法
第
九
条
第
三
項
、
第
十
条
第
三
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
通
知
は
、
第
九
号
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
船
舶
番
号
の
表
示
方
法
）

第
二
十
六
条

法
第
八
条
（
法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る

船
舶
番
号
の
表
示
は
、
両
船
側
の
船
外
か
ら
見
や
す
い
場
所
に
、
明
瞭
か
つ
耐
久
的
な
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
両
船
側
に
表
示
す
る
こ
と
が
困
難
な
小
型
船
舶
に
つ
い
て
は
、
地
方
運
輸
局
長
等
が
適
当
と
認
め
る
場
所
に



表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

小
型
船
舶
の
所
有
者
は
、
当
該
小
型
船
舶
が
小
型
船
舶
以
外
の
船
舶
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
表
示
を
抹
消
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
権
に
よ
る
抹
消
登
録
の
通
知
の
方
法
）

第
二
十
七
条

法
第
十
二
条
第
三
項
の
通
知
は
、
第
十
号
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
登
録
事
項
証
明
書
等
の
交
付
の
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
二
十
八
条

登
録
事
項
証
明
書
等
の
交
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
地
方
運

輸
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

船
舶
番
号
又
は
船
体
識
別
番
号

二

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三

必
要
な
登
録
事
項
証
明
書
等
の
種
類
及
び
部
数

２

前
項
の
申
請
書
は
、
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
事
項
証
明
書
等
の
様
式
）



第
二
十
九
条

登
録
事
項
証
明
書
等
の
様
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
登
録
事
項
証
明
書
等
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

一
部
事
項
証
明
書

第
十
二
号
様
式

二

全
部
事
項
証
明
書

第
十
三
号
様
式

三

登
録
事
項
要
約
書

第
十
四
号
様
式

第
四
章

船
体
識
別
番
号
等

（
打
刻
の
届
出
）

第
三
十
条

法
第
十
五
条
第
二
項
（
法
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
第
十
五
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
届
出
を
す
る
者
に
対
し
、
小
型
船
舶
又
は
そ
の
船
体
若

し
く
は
そ
の
推
進
機
関
の
製
造
を
業
と
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
そ
の
所
在
地
を
管



轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
業
者
等
に
よ
る
船
体
識
別
番
号
等
の
打
刻
）

第
三
十
一
条

法
第
十
五
条
第
二
項
（
法
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

打
刻
す
る
船
体
識
別
番
号
等

二

打
刻
の
方
法

三

打
刻
の
位
置

（
輸
入
小
型
船
舶
の
打
刻
の
届
出
等
）

第
三
十
二
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

打
刻
さ
れ
て
い
る
船
体
識
別
番
号
等

二

打
刻
の
状
況

三

輸
入
小
型
船
舶
の
製
造
国
名
、
製
造
事
業
者
名
及
び
製
造
番
号

２

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
地
方
運



輸
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

打
刻
を
行
お
う
と
す
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

小
型
船
舶
に
係
る
事
業
内
容

３

前
項
の
申
請
書
は
、
第
十
七
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
法
第
十
六
条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の

指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

小
型
船
舶
等
の
輸
入
を
業
と
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

二

法
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

三

法
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

四

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

五

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
同
項
の
質
問
に
対
し
て
陳
述

を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
。

５

法
第
十
六
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。



一

船
体
識
別
番
号
等
が
識
別
困
難
な
も
の
で
あ
る
と
き
。

二

船
体
識
別
番
号
等
が
視
認
の
困
難
な
場
所
に
打
刻
さ
れ
て
い
る
と
き
。

三

船
体
識
別
番
号
等
の
打
刻
の
方
法
が
恒
久
的
手
段
に
よ
ら
な
い
と
き
。

四

船
体
識
別
番
号
等
に
損
傷
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

６

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
項
の
申
請
を
す
る
者
に
対
し
、
小
型
船
舶
等
の
輸
入
を
業

と
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
打
刻
の
塗
抹
等
の
許
可
）

第
三
十
三
条

法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
地
方

運
輸
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

塗
抹
す
る
船
体
識
別
番
号
等

二

塗
抹
を
要
す
る
理
由

三

塗
抹
の
方
法

２

前
項
の
申
請
書
は
、
第
十
八
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。



（
譲
渡
証
明
書
）

第
三
十
四
条

譲
渡
証
明
書
は
、
譲
渡
人
の
押
印
が
な
さ
れ
た
上
で
、
当
該
押
印
に
係
る
印
鑑
で
あ
っ
て
市
町
村
長
又
は
区
長

の
証
明
を
得
た
も
の
（
譲
渡
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
の
印
鑑
で
あ
っ
て
法
人
の
登
記
に
関
し
印
鑑
を
提
出

し
た
登
記
所
の
証
明
を
得
た
も
の
。
）
が
添
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
譲
渡
人
が
国
又
は
地
方
公
共

団
体
で
あ
る
と
き
又
は
地
方
運
輸
局
長
等
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
印
鑑
は
、
市
町
村
長
、
区
長
又
は
登
記
所
の
証
明
を
得
た
日
か
ら
三
月
以
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

権
利
に
つ
き
持
分
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
譲
渡
証
明
書
は
、
そ
の
持
分
を
記
載
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

譲
渡
証
明
書
は
、
第
十
九
号
様
式
を
標
準
と
す
る
。

第
五
章

小
型
船
舶
検
査
機
構
に
よ
る
登
録
測
度
事
務
の
実
施
等

（
機
構
が
登
録
測
度
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の
適
用
）

第
三
十
五
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
登
録
測
度
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
五
条
、
第
七
条
第
二

項
、
第
十
一
条
第
二
項
、
第
十
二
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
六
条
第
一
項

、
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
地
方
運
輸
局
長
等
」



と
あ
る
の
は
、
「
機
構
」
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
測
度
事
務
を
行
う
事
務
所
の
管
轄
区
域
は
、
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第
四
十
六
条
の
二
の

二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
さ
れ
た
管
轄
区
域
と
す
る
。

（
機
構
の
登
録
測
度
事
務
の
地
方
運
輸
局
長
等
へ
の
引
継
ぎ
等
）

第
三
十
六
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
が
登
録
測
度
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
こ

と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
二
項
の
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

登
録
測
度
事
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
地
方
運
輸
局
長
等

二

地
方
運
輸
局
長
等
が
登
録
測
度
事
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
区
域

三

地
方
運
輸
局
長
等
が
登
録
測
度
事
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
範
囲

四

登
録
測
度
事
務
を
開
始
す
る
日

２

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
日
以
後
に
お
い
て
は
、
小
型
船
舶
の
所
在
地
が
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
域
内
に
存
す
る
小
型
船

舶
に
係
る
同
項
第
三
号
の
範
囲
内
の
登
録
測
度
事
務
の
申
請
は
地
方
運
輸
局
長
等
に
対
し
、
同
号
の
範
囲
外
の
登
録
測
度
事

務
及
び
当
該
区
域
外
に
存
す
る
小
型
船
舶
に
係
る
登
録
測
度
事
務
の
申
請
は
機
構
の
事
務
所
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
す
る
も
の



と
す
る
。

３

機
構
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
域
内
に
小
型
船
舶
の
所
在
地
が
存
す
る
小
型
船
舶
に
つ
い
て
、
同
項
第
四
号
に
掲

げ
る
日
前
に
受
け
付
け
た
申
請
に
係
る
小
型
船
舶
の
登
録
測
度
事
務
を
同
日
前
に
開
始
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
申
請
に
係
る
申
請
書
及
び
手
数
料
を
、
速
や
か
に
申
請
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

機
構
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
と
し
た
登
録
測
度
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
を
、
国
土
交
通
大

臣
が
登
録
測
度
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
地
方
運
輸
局
長
等
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
方
運
輸
局
長
等
の
登
録
測
度
事
務
の
機
構
へ
の
引
継
ぎ
）

第
三
十
七
条

法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
っ
て
い
る
登
録
測
度
事
務
を
行
わ
な
い
こ

と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
の
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

地
方
運
輸
局
長
等
が
登
録
測
度
事
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
区
域

二

地
方
運
輸
局
長
等
が
登
録
測
度
事
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
範
囲

三

登
録
測
度
事
務
を
終
了
す
る
日

２

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
日
以
後
に
お
い
て
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
区
域
内
に
小
型
船
舶
の
所
在
地
が
存
す
る
小
型
船



舶
に
係
る
登
録
測
度
事
務
の
申
請
は
、
当
該
区
域
内
の
機
構
の
事
務
所
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

３

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
日
以
後
に
お
い
て
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
書
類
を

機
構
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

国
土
交
通
大
臣
が
登
録
測
度
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
地
方
運
輸
局
長
等
は
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
日
以
後
に

お
い
て
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
登
録
測
度
事
務
に
係
る
必
要
な
書
類
を
機
構
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
章

国
籍
証
明
書

（
国
際
航
海
に
従
事
す
る
小
型
船
舶
の
船
名
表
示
）

第
三
十
八
条

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
名
の
表
示
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

漢
字
、
平
仮
名
、
片
仮
名
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
又
は
ロ
ー
マ
字
に
よ
る
こ
と
。

二

明
瞭
か
つ
耐
久
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

前
項
の
表
示
は
、
両
船
側
の
船
外
か
ら
見
や
す
い
場
所
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
両
船
側
に
表
示
す
る
こ
と

が
困
難
な
小
型
船
舶
に
つ
い
て
は
、
地
方
運
輸
局
長
等
が
適
当
と
認
め
る
場
所
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



（
国
籍
証
明
書
の
様
式
）

第
三
十
九
条

国
籍
証
明
書
は
、
第
二
十
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
国
籍
証
明
書
の
交
付
の
申
請
）

第
四
十
条

国
籍
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
小
型
船
舶
の
所
有
者
は
、
申
請
に
係
る
船
舶
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

船
名

二

船
舶
番
号

三

船
舶
の
種
類

四

船
籍
港

五

船
舶
の
長
さ
、
幅
及
び
深
さ

六

総
ト
ン
数

七

船
体
識
別
番
号

八

推
進
機
関
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
種
類
及
び
型
式



九

所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

十

代
理
人
に
よ
り
申
請
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

２

前
項
の
申
請
書
は
、
第
二
十
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
小
型
船
舶
が
日
本
船
舶
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

二

代
理
人
に
よ
り
申
請
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
権
限
を
証
明
す
る
書
面

（
国
籍
証
明
書
の
書
換
え
の
申
請
）

第
四
十
一
条

小
型
船
舶
の
所
有
者
は
、
国
籍
証
明
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
変
更
（
小
型
船
舶
の
所
有
者
又
は
船
名
の
変
更

を
除
く
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
国
籍
証
明
書
の
書
換
え
を
申
請
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
書
換
え
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
変
更
箇
所
及
び
そ

の
内
容
を
記
載
し
た
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
申
請
書
は
、
第
二
十
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。



４

前
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
国
籍
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
）

第
四
十
二
条

小
型
船
舶
の
所
有
者
は
、
国
籍
証
明
書
が
滅
失
し
、
若
し
く
は
損
傷
し
、
又
は
そ
の
識
別
が
困
難
と
な
っ
た
と

き
は
、
地
方
運
輸
局
長
等
に
対
し
、
国
籍
証
明
書
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
四
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
再
交
付
の
申

請
を
す
る
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
申
請
書
は
、
第
二
十
三
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

第
四
十
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

国
籍
証
明
書
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
り
再
交
付
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
失
っ
た
国
籍
証
明
書
は
、
効
力
を
失
う
。

（
国
籍
証
明
書
の
検
認
）

第
四
十
三
条

法
第
二
十
五
条
第
三
項
第
一
号
の
国
籍
証
明
書
の
検
認
（
以
下
「
検
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
小

型
船
舶
の
所
有
者
は
、
当
該
小
型
船
舶
に
係
る
国
籍
証
明
書
及
び
第
四
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
地
方
運
輸
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



２

前
項
の
申
請
書
は
、
第
二
十
四
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

地
方
運
輸
局
長
等
は
、
検
認
の
結
果
、
申
請
に
係
る
小
型
船
舶
が
日
本
船
舶
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
国
籍
証
明
書
に

次
回
検
認
期
日
を
記
載
し
、
か
つ
、
押
印
し
た
後
、
小
型
船
舶
の
所
有
者
に
返
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
国
籍
証
明
書
の
返
納
）

第
四
十
四
条

小
型
船
舶
の
所
有
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
す
み
や
か
に
、
国
籍
証
明
書
（
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
発
見
し
た
国
籍
証
明
書
）
を
地
方
運
輸
局
長
等
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
籍
証
明
書
を
返
納

で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
地
方
運
輸
局
長
等
に
そ
の
旨
を
届
け
出
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

法
第
二
十
五
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
と
き
。

二

書
換
え
又
は
再
交
付
（
損
傷
又
は
識
別
困
難
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
申
請
し
た
と
き
。

三

再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
っ
た
国
籍
証
明
書
を
発
見
し
た
と
き
。

（
行
政
区
画
の
名
称
等
の
変
更
）

第
四
十
五
条

行
政
区
画
又
は
土
地
の
名
称
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
国
籍
証
明
書
に
記
載
し
た
行
政
区
画
又
は
土
地
の
名



称
は
、
変
更
後
の
行
政
区
画
又
は
土
地
の
名
称
に
変
更
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
七
章

雑
則

（
立
入
検
査
の
身
分
を
示
す
証
票
）

第
四
十
六
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
立
入
検
査
の
身
分
を
示
す
証
票
は
、
第
二
十
五
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
手
数
料
）

第
四
十
七
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
登
録
の
種
類
、
小
型
船
舶
の
総
ト
ン
数

及
び
船
舶
の
長
さ
そ
の
他
の
事
項
に
応
じ
て
別
表
に
定
め
る
額
と
す
る
。

２

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
は
、
機
構
に
納
め
る
場
合
を
除
き
、
手
数
料
納
付
書
（
第
二
十
六
号
様
式

）
に
収
入
印
紙
を
貼
っ
て
納
め
る
も
の
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
四
十
八
条

法
第
六
条
、
第
七
条
（
法
第
九
条
第
三
項
、
第
十
条
第
三
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
法
第
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場



合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項

（
法
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
七
条
、
第
二
十
四

条
、
第
二
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
並
び
に
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
小
型
船

舶
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
及
び
沖
縄
総
合
事
務
局
長
（
以
下
「
地
方
運
輸
局
長
」
と
い
う
。
）
に
委
任
す
る
。

２

法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
は
、
地
方
運
輸
局
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
、
当
該
船
舶
の
所
在
地
が
海
運
支
局
等
の
管
轄
区
域
内
に

存
す
る
場
合
は
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
海
運
支
局
長
等
に
委
任
す
る
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
権
限
は
、
当
該
船
舶
の
所
在
地
が
海
運
支

局
等
の
管
轄
区
域
内
に
存
す
る
場
合
は
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
海
運
支
局
長
等
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
九
条

登
録
令
第
四
条
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
八
条
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で

、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
第

一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
す
る
。

２

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
権
限
は
、
当
該
船
舶
の
所
在
地
が
海
運
支
局
等
の
管
轄
区



域
内
に
存
す
る
場
合
は
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
海
運
支
局
長
等
に
委
任
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



別
表
（
第
四
十
七
条
関
係
）

登
録
の
種
類
、
小
型
船
舶
の
総
ト
ン
数
及
び
船
舶
の
長
さ
そ
の
他
の
事
項

金

額

一

新
規
登
録

新
規
登
録
す
る
小
型
船
舶
の
総
ト
ン

船
舶
の
長
さ
が
三
メ
ー

四
千
九
百
円

数
が
五
ト
ン
未
満
で
あ
る
も
の

ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の

船
舶
の
長
さ
が
三
メ
ー

七
千
円

ト
ル
以
上
五
メ
ー
ト
ル

未
満
で
あ
る
も
の

船
舶
の
長
さ
が
五
メ
ー

八
千
九
百
円

ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の

新
規
登
録
す
る
小
型
船
舶
の
総
ト
ン
数
が
五
ト
ン
以
上
十
ト
ン

一
万
五
千
三
百
円

未
満
で
あ
る
も
の

新
規
登
録
す
る
小
型
船
舶
の
総
ト
ン
数
が
十
ト
ン
以
上
十
五
ト

一
万
八
千
三
百
円

ン
未
満
で
あ
る
も
の



新
規
登
録
す
る
小
型
船
舶
の
総
ト
ン
数
が
十
五
ト
ン
以
上
二
十

二
万
一
千
七
百
円

ト
ン
未
満
で
あ
る
も
の

二

変
更
登
録

法
第
六
条
第
二
項
第
一
号
、
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事

三
千
五
百
五
十
円

項
の
変
更

法
第
六

変
更
登
録
す
る
小
型
船
舶

船
舶
の
長
さ
が
三
メ
ー

四
千
三
百
五
十
円

条
第
二

の
総
ト
ン
数
が
五
ト
ン
未

ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の

項
第
三

満
で
あ
る
も
の

船
舶
の
長
さ
が
三
メ
ー

六
千
円

号
又
は

ト
ル
以
上
五
メ
ー
ト
ル

第
四
号

未
満
で
あ
る
も
の

に
掲
げ

船
舶
の
長
さ
が
五
メ
ー

七
千
五
百
円

る
事
項

ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の

の
変
更

変
更
登
録
す
る
小
型
船
舶
の
総
ト
ン
数
が
五
ト
ン
以

一
万
二
千
七
百
円

上
十
ト
ン
未
満
で
あ
る
も
の



変
更
登
録
す
る
小
型
船
舶
の
総
ト
ン
数
が
十
ト
ン
以

一
万
五
千
百
円

上
十
五
ト
ン
未
満
で
あ
る
も
の

変
更
登
録
す
る
小
型
船
舶
の
総
ト
ン
数
が
十
五
ト
ン

一
万
七
千
八
百
円

以
上
二
十
ト
ン
未
満
で
あ
る
も
の

法
第
六
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

二
千
九
百
五
十
円

三

移
転
登
録
又
は
抹
消
登
録

二
千
九
百
五
十
円

四

一
部
事
項
証
明
の
交
付

千
百
円

た
だ
し
、
同
一
の

船
舶
に
つ
い
て
複

数
の
一
部
事
項
証

明
の
交
付
を
請
求

す
る
場
合
は
、
一

通
に
つ
き
十
円
を



加
算
し
た
額
と
す

る
。

五

全
部
事
項
証
明
書
の
交
付

千
三
百
五
十
円

た
だ
し
、
同
一
の

船
舶
に
つ
い
て
複

数
の
全
部
事
項
証

明
の
交
付
を
請
求

す
る
場
合
は
、
一

通
に
つ
き
三
十
円

を
加
算
し
た
額
と

す
る
。

六

登
録
事
項
要
約
書
の
交
付

三
十
隻
毎
に
つ
き

二
千
六
百
五
十
円



た
だ
し
、
同
一
の

船
舶
に
つ
い
て
複

数
の
一
部
事
項
証

明
の
交
付
を
請
求

す
る
場
合
は
、
一

通
に
つ
き
十
円
を

加
算
し
た
額
と
す

る
。

七

国
籍
証
明
書
の
交
付
、
書
換
え
又
は
再
交
付

三
千
三
百
五
十
円

八

国
籍
証
明
書
の
検
認

二
千
二
百
円

備
考１

所
有
者
の
変
更
と
当
該
変
更
に
伴
う
法
第
六
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
よ
り
、
移
転

登
録
及
び
変
更
登
録
の
申
請
を
同
時
に
行
う
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
二
千
九
百
五
十
円
と
す
る
。



２

漁
船
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
が

そ
の
効
力
を
失
っ
た
小
型
船
舶
に
つ
い
て
船
体
の
改
造
を
行
わ
ず
に
新
規
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

同
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
漁
船
の
登
録
の
謄
本
（
登
録
が
そ
の
効
力
を
失
っ
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
出
し
た
と
き
の
手
数
料
の
額
は
、
四
千
円
と
す
る
。


